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訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
五
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
三
年
訓
令
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
九
条
の
二
中
「
知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
三
百
一
号
」
を
「
知
事
又
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
機
関
の
所
管
す
る
手

続
等
に
関
し
、
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
六

号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
、
同
条
第
四
項
」
を
削
り
、
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一

項
」
に
、
「
知
事
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
た

だ
し
書
」
を
加
え
、
「
知
事
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈢

都
の
機
関
等
が
申
請
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
六
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で

あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
。

第
九
条
の
二
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方
法
は
、
都
の
機
関
等
が
行
っ
た
処

分
通
知
等
の
真
正
性
を
確
認
で
き
る
措
置
で
あ
っ
て
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
が
別
に
定
め

る
方
法
に
よ
る
こ
と
又
は
都
の
機
関
等
に
対
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条

第
六
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ

ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

第
九
条
の
二
第
四
号
中
「
知
事
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
、
「
別
途
」
を
「
別
に
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方
法
は
、
作
成
等
を
行
う
場
合
に

お
い
て
、
第
二
条
第
六
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す

る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
八
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

東
京
都
教
育
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
二
条
第
九
号
中
「
東
京
都
教
育
委
員
会
」
の
下
に
「
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
を

加
え
る
。

第
七
条
の
二
中
「
東
京
都
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
十
五
号
」
を
「
教
育
委
員
会
の
所
管

す
る
手
続
等
に
関
し
、
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
百
四

十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
条
第
一
項
」
を
「
又
は
第
八
条
第
一

項
」
に
、
「
教
育
委
員
会
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
条
第
二
項
」
の
下

に
「
た
だ
し
書
」
を
加
え
、
「
教
育
委
員
会
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
、
「
申
請
等
を
す
る
者
の
識
別

番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
を
行
う
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。㈠

申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
。

㈡

教
育
委
員
会
が
記
録
し
て
い
る
申
請
等
を
す
る
者
し
か
知
り
得
な
い
事
項
そ
の
他
の
当
該
申

請
等
を
す
る
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。

㈢

教
育
委
員
会
が
申
請
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
四
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で

あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
。

第
七
条
の
二
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方
法
は
、
教
育
委
員
会
が
行
っ
た
処

分
通
知
等
の
真
正
性
を
確
認
で
き
る
措
置
で
あ
っ
て
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と

又
は
都
の
機
関
等
に
対
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
四
号
の
情
報
処
理

シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う

こ
と
を
い
う
。

第
七
条
の
二
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
、
「
教
育
委
員
会
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
、

「
別
途
」
を
「
別
に
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。四

規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方
法
は
、
作
成
等
を
行
う
場
合
に

お
い
て
、
第
二
条
第
四
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す

る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
東
京
都
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
を
「
教
育
委

員
会
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
四
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
二
十
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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第
九
条
中
「
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等

に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
九
号
。
以
下
「
規
程
」
を
「
東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
の
所
管
す
る
手
続
等
に
関
し
、
東
京
デ
ジ
タ

ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十

六
号
。
以
下
「
規
則
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
規
程
」
を
「
規

則
」
に
、
「
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
五
条
第
一
項
」
を
「
又
は
第

八
条
第
一
項
」
に
、
「
委
員
会
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
改
め
、
同

条
第
二
号
中
「
規
程
第
四
条
第
二
項
」
を
「
規
則
第
四
条
第
二
項
た

だ
し
書
」
に
、
「
委
員
会
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
、
「
申
請
等
を

す
る
者
の
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
」
を
「
次
の
い
ず

れ
か
を
行
う
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈠

申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す

る
こ
と
。

㈡

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
記
録
し
て
い
る
申
請
等
を
す

る
者
し
か
知
り
得
な
い
事
項
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
を
す
る

者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。

㈢

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
申
請
等
を
す
る
場
合
に
お
い

て
、
第
二
条
第
三
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行

政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用

し
て
行
う
こ
と
。

第
九
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方

法
は
、
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
っ
た
処
分
通
知
等
の
真

正
性
を
確
認
で
き
る
措
置
で
あ
っ
て
、
事
務
局
長
が
別
に
定
め

る
方
法
に
よ
る
こ
と
又
は
都
の
機
関
等
に
対
し
て
処
分
通
知
等

を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
三
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ

ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ

ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

第
九
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
、
「
規
程
」
を

「
規
則
」
に
、
「
委
員
会
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
、
「
別
途
」
を

「
別
に
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る

方
法
は
、
作
成
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
三
号
の

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処

理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
人
）

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
三
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局

東
京
都
人
事
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
二
十
八
年
東
京

都
人
事
委
員
会
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
長

青

山

佾

第
十
条
中
「
東
京
都
人
事
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京

都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
」
を
「
東
京
都
人
事
委
員
会
の
所
管

す
る
手
続
等
に
関
し
、
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
施
行
規
則

（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号

中
「
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
条
第
一
項
」
を
「
又
は
第
八
条
第
一

項
」
に
、
「
委
員
会
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
、
「
と
こ
ろ
は
」
を

「
と
こ
ろ
と
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を

「
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
委
員
会
」
を
「
都
の
機
関

等
」
に
、
「
申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力

す
る
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
を
行
う
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

㈠

申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す

る
こ
と
。

㈡

東
京
都
人
事
委
員
会
が
記
録
し
て
い
る
申
請
等
を
す
る
者

し
か
知
り
得
な
い
事
項
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
を
す
る
者
を

特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。

㈢

東
京
都
人
事
委
員
会
が
申
請
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

第
二
条
第
四
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手

続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て

行
う
こ
と
。

第
十
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方

法
は
、
東
京
都
人
事
委
員
会
が
行
っ
た
処
分
通
知
等
の
真
正
性

を
確
認
で
き
る
措
置
で
あ
っ
て
、
局
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に

よ
る
こ
と
又
は
都
の
機
関
等
に
対
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場

合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
四
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ

て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を

使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

第
十
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
、
「
委
員
会
」

を
「
都
の
機
関
等
」
に
、
「
別
途
」
を
「
別
に
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る

方
法
は
、
作
成
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
四
号
の

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処

理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

附

則
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こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
三
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
委
員
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
二
十
年
東
京
都
監

査
委
員
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
監
査
委
員

山

内

晃

東
京
都
監
査
委
員

早

坂

義

弘

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

第
十
条
中
「
東
京
都
監
査
委
員
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
都

監
査
委
員
告
示
第
四
号
。
以
下
「
規
程
」
を
「
東
京
都
監
査
委
員
の

所
管
す
る
手
続
等
に
関
し
、
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
施
行

規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
六
号
。
以
下
「
規
則
」
に

改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
規
程
」
を
「
規
則
」
に
、
「
、
同
条
第
四

項
又
は
第
五
条
第
一
項
」
を
「
又
は
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
監
査

委
員
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
規
程
第
四

条
第
二
項
」
を
「
規
則
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
監
査
委

員
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
、
「
申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番
号
及

び
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
を
行
う
」
に
改
め
、

同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈠

申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す

る
こ
と
。

㈡

東
京
都
監
査
委
員
が
記
録
し
て
い
る
申
請
等
を
す
る
者
し

か
知
り
得
な
い
事
項
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
を
す
る
者
を
特

定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。

㈢

東
京
都
監
査
委
員
が
申
請
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

二
条
第
三
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続

等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行

う
こ
と
。

第
十
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
が
定
め
る
方

法
は
、
東
京
都
監
査
委
員
が
行
っ
た
処
分
通
知
等
の
真
正
性
を

確
認
で
き
る
措
置
で
あ
っ
て
、
局
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ

る
こ
と
又
は
都
の
機
関
等
に
対
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
第
二
条
第
三
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、

行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用

し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

第
十
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
、
「
規
程
」
を

「
規
則
」
に
、
「
監
査
委
員
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
、
「
別
途
」

を
「
別
に
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る

方
法
と
は
、
作
成
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
三
号

の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報

処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
八
十
一
号

東
京
都
交
通
局
電
子
情
報
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
電
子
情
報
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程

第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
東
京
都
交
通
局
長
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
交
通

局
規
程
第
八
十
号
。
以
下
「
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
」
を
「
局

長
の
所
管
す
る
手
続
等
に
関
し
、
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例

施
行
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
六
号
。
以
下
「
規

則
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
第
四

条
第
一
項
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
」

を
「
規
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
の
機

関
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
第

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
局
長
」
を
「
規
則
第
四
条
第
二
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
」
に
、
「
申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番

号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
を
行
う
」
に

改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈠

申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す

る
こ
と
。

㈡

局
が
記
録
し
て
い
る
申
請
等
を
す
る
者
し
か
知
り
得
な
い

事
項
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
を
す
る
者
を
特
定
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。

㈢

局
が
申
請
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
四
号
の

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報

処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
。
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第
十
一
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方

法
は
、
局
が
行
っ
た
処
分
通
知
等
の
真
正
性
を
確
認
で
き
る
措

置
で
あ
っ
て
、
総
務
部
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
又

は
都
の
機
関
等
に
対
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

第
二
条
第
四
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続

等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う

こ
と
を
い
う
。

第
十
一
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
、
「
技
術
の

利
用
に
関
す
る
規
程
に
お
い
て
局
長
」
を
「
規
則
に
お
い
て
都
の
機

関
等
」
に
、
「
別
途
」
を
「
別
に
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号

と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る

方
法
は
、
作
成
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
四
号
の

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処

理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
五
号

東
京
都
水
道
局
電
子
情
報
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

東
京
都
水
道
局
電
子
情
報
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
二
十
年
東
京
都
水
道

局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
）

第
八
条
の
二

局
の
所
管
す
る
手
続
に
関
し
、
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ

ー
ス
ト
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
六
号
。

以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
定
め

が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

規
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
の

機
関
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
と
は
、
局
長
が
定
め
る
様
式
、
手
順
、

方
法
等
を
い
う
。

二

規
則
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の

定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

㈠

申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す

る
こ
と
。

㈡

局
が
記
録
し
て
い
る
申
請
等
を
す
る
者
し
か
知
り
得
な
い

事
項
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
を
す
る
者
を
特
定
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。

㈢

局
が
申
請
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
五
号
の

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報

処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
。

三

規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方

法
は
、
局
が
行
っ
た
処
分
通
知
等
の
真
正
性
を
確
認
で
き
る
措

置
で
あ
っ
て
、
局
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
又
は
都

の
機
関
等
に
対
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第

二
条
第
五
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等

を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ

と
を
い
う
。

四

規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る

方
法
は
、
作
成
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
五
号
の

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処

理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

五

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
に
お
い
て
都
の
機
関

等
が
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
は
、
局
長
が
別
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
十
三
号
」
を
「
第
二
条
第
十
四

号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
九
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
九
号

東
京
都
下
水
道
局
電
子
情
報
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

東
京
都
下
水
道
局
電
子
情
報
処
理
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
十
九
年
東
京
都
下

水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
東
京
都
下
水
道
局
長
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
東

京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
五
号
」
を
「
東
京
都
下
水
道
局
長

（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。
）
の
所
管
す
る
手
続
等
に
関
し
、
東
京

デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
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四
十
六
号
」
に
、
「
本
条
に
お
い
て
「
規
程
」
を
「
「
規
則
」
に

改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
規
程
」
を
「
規
則
」
に
、
「
、
同
条
第
四

項
及
び
第
五
条
第
一
項
」
を
「
又
は
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
局

長
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
、
「
別
に
」
を
「
局
長
が
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中
「
規
程
第
四
条
第
二
項
」
を
「
規
則
第
四
条
第
二
項

た
だ
し
書
」
に
、
「
局
長
」
を
「
都
の
機
関
等
」
に
、
「
申
請
等
を

す
る
者
の
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
」
を
「
次
の
い
ず

れ
か
を
行
う
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈠

申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す

る
こ
と
。

㈡

局
が
記
録
し
て
い
る
申
請
等
を
す
る
者
し
か
知
り
得
な
い

事
項
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
を
す
る
者
を
特
定
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。

㈢

局
が
申
請
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
四
号
の

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報

処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方

法
は
、
局
が
行
っ
た
処
分
通
知
等
の
真
正
性
を
確
認
で
き
る
措

置
で
あ
っ
て
、
局
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
又
は
都

の
機
関
等
に
対
し
て
処
分
通
知
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
二

条
第
四
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を

電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と

を
い
う
。

第
十
三
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る

方
法
は
、
作
成
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
四
号
の

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

五

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
に
お
い
て
都
の
機
関

等
が
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
は
、
局
長
が
別
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
十
三
条
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番
号

及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
を
行
う
」
に
改

め
る
部
分
並
び
に
同
号
㈠
及
び
㈡
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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